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令和８年度入学 新入生説明会 

 
 
◇ 開会行事 1４:０0～1４:05 

① 学校長挨拶 

② 日程説明 

 

◇ 学校からの説明 1４：０５～14:５０ 

① 本校の概要（時制、学校行事 等） 

② 中学校での生活（校則・制服）について 

③ 入学の準備（心構え・宿題）について 

④ 部活動について 

 経費等について 

 地域展開について 

⑤ 保健室からの連絡事項 

⑥ 給食室からの連絡事項 

⑦ 生徒会による学校紹介 

 

◇ 休憩 14：50～15：05 

 保護者のみなさまは体育館内のお手洗いをご利用ください。 

 児童のみなさんは校舎内１階のトイレを案内します。 

 

◇ 学校見学（新入生）及び事務連絡等（保護者） 1５:０5～ 

新入生 保護者 

学校見学 1５:０5～15:25 

 

○ 福間小グループ 

 

○ 福間南小グループ 

  

※本館（1・２年生教室）及び別館 

説明・連絡等 1５:０5～15:25 

① 校納金（口座振替等）について 

② 災害共済給付について 

③ 食物アレルギーの対応について 

④ 飲用牛乳辞退の手続きについて 

⑤ PTA総合保障について 

⑥ 学校との連絡ツールについて 

⑦ 名札の注文について 

⑧ いじめ防止の取組について 

⑨ 質疑等 

 

◇閉会行事・諸連絡等 15:30～１５：４０ 



 

 

本校の概要 

１. 生徒数（令和８年度：予定）                 ※令和８年 1月現在 

1 年生 2 年生 3 年生 合 計 

１４学級 

約５１４名 

１１学級 

４４７名 

１１学級 

４５４名 

４９学級 

(特別支援学級１３含む) 約１,４１５ 名 

 

２. 時 制（令和８年度：予定） 

６時間の日 ５時間の日（主として水曜日） 

登 校  ～ ８：３０ 登 校  ～ ８：３０ 

朝 読 書 ８：３０ ～ ８：４０     

朝 の 会 ８：４０ ～ ８：５０ 朝 の 会 ８：３０ ～ ８：４０ 

１ 時 間 目 ９：００ ～ ９：５０ １ 時 間 目 ８：５０ ～ ９：４０ 

２ 時 間 目 １０：００ ～ １０：５０ ２ 時 間 目 ９：５０ ～ １０：４０ 

３ 時 間 目 １１：００ ～ １１：５０ ３ 時 間 目 １０：５０ ～ １１：４０ 

４ 時 間 目 １２：００ ～ １２：５０ ４ 時 間 目 １１：５０ ～ １２：４０ 

給 食 １２：５０ ～ １３：２０ 給 食 １２：４０ ～ １３：１０ 

昼 休 み １３：２０ ～ １３：４５ 昼 休 み １３：１０ ～ １３：３５ 

５ 時 間 目 １３：５０ ～ １４：４０ ５ 時 間 目 １３：４０ ～ １４：３０ 

６ 時 間 目 １４：５０ ～ １５：４０   セルフ２５（共同学習） １４：４０ ～ １５：０５ 

掃 除 １５：４５ ～ １５：５５ 帰 り の 会 １５：０５ ～ １５：１５ 

帰 り の 会 １５：５５ ～ １６：０５     

 

３. １年生の授業時数 

国語 社会 数学 理科 音楽 美術 保体 技家 英語 道徳 総合 学活 合計 

140 

(4) 

105 

(3) 

140 

(4) 

105 

(3) 

45 

(1.3) 

45 

(1.3) 

105 

(3) 

70 

(2) 

140 

(4) 

35 

(1) 

50 

(1.4) 

35 

(1) 

1015 

（週平均） 

 

４. 主な１年生学校行事（令和８年度：予定）            

月 行      事 月 行     事 

 ４月 
09 日：入学式／10 日：部活動紹介 

13 日：学力分析テスト／未定：学校の日（授業参観） 
１０月 

コミュニティ文化祭（文化週間） 

中体連新人戦（宗像区・筑前地区）大会 

 ５月 
16 日：コミュニティ体育祭 

未定：福岡県学力・学習状況調査 
１１月 

期末考査／学校の日／生徒会役員選挙 

三者面談／中体連新人戦（筑前地区・県）大会 

 ６月 
期末考査／避難訓練／海岸清掃／生徒総会 

学校の日／中体連(宗像区)大会 
１２月 

三者面談／弁当の日／松林清掃 

24 日：２学期終業式 

 ７月 
未定：宿泊体験学習説明会／17 日：１学期終業式 

三者面談／中体連(筑前地区・県)大会 
 １月 

07 日：３学期始業式 

土曜授業（まわし読み新聞） 

 ８月 
中体連(県・九州・全国)大会 

27日：２学期始業式／28日：夏休み課題テスト 
 ２月 学力分析テスト／期末考査 

 ９月 
中間考査 

17・18日：宿泊体験学習（福岡県社会教育総合センター） 
 ３月 24 日：修了式 

 



 

 

入学の心がまえ 

 

 
新入生の皆さんへ 

 
  

☆ 生活の心構え ☆  

１ いつでも・どこでも・だれにでも、自分から丁寧にあいさつをしましょう。 

２ 学校を大切にし、掃除は協力して、積極的に行いましょう。 

３ 部活動に入部した際は、積極的に参加し、心と体を鍛えましょう。 

４ 自分で考え、善悪の判断をし、正しい行動ができるようになりましょう。 

５ 地域の行事やボランティアに積極的に参加しましょう。 

 

☆ 学習の心構え ☆ 

１ 授業中は姿勢を正し、先生の話を真剣に聞いてノートをとりましょう。 

２ 授業中は自分の考えを持ち、積極的に発表や活動をしましょう。 

３ 学力をしっかりとつけていくために、家庭学習（宿題・予習・復習）を行いましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 徒歩通学が原則です。 

校門付近での交通事故防止、生徒の体力増進等のため、車での送迎は控えてください。 

やむを得ず、ケガなどで送迎をしなければならい場合は、校内のロータリーに進入して乗

降してください。その際、登下校中の生徒には十分ご注意ください。 

校門付近での駐停車や私有地への侵入など、近隣住民の方のご迷惑、登下校生徒の安全を

損なう行為は、絶対におやめください。 

 

 

☆以下のことについて、ご指導ください。 

１ 家庭内でも、地域でも、学校でもきちんとあいさつをする。 

２ 部屋の整理整頓や掃除は、本人が自分でする。 

３ 授業には、意欲的、かつ真剣に臨む。 

４ 毎日の家庭学習（宿題・復習・予習）を行う。 

５ 部活動に入部した際は、積極的に参加し毎日の練習に励む。 

６ ボランティアや地域行事に、積極的に参加する。 

７ 自立心と責任感を養うため、本人に考えさせ、行わせる。 

保護者の皆様へのお願い 



 

 

入学の準備 

１. 入学式について 

(１) 日時    令和８年４月９日（木） １０：００開式 

(２) 場所    福間中学校 体育館 

(３) 新入生の動き 

① ８：３０～８：５０に登校してください。 

② 体育館入り口に掲示されている学級名簿で自分の学級を確認してください。 

③ ９：００までに教室に入って着席しておいてください。 

④ カバン(指定はありません)と上靴(黄色)、筆記用具を持参してください。 

 

(４) 保護者の方（座席の関係上、入学生１名につき、保護者１名とさせていただきます。） 

① 事情により、新入生本人が遅刻・欠席する場合は、８：３０までに保護者の方から学校に

ご連絡をお願いします。 

② ８：３０～９：１５までに体育館入口で受付をすませてください。受付の際は、教育委員

会からの入学通知書をご提示ください。 

③ ９：４０までに体育館保護者席にお付きください。 

④ 上履き及び下足入れ袋をご持参ください。 

⑤ 近隣にお住まいの方は、徒歩・自転車でお越しください。自転車は、正門から入校し、駐

輪スペースをご利用ください。お車でお越しの場合は、運動場に駐車してください。お車

でお越しの方は、できるだけ乗り合わせるようにお願いします。 

 

２. 物品の購入について 

(１) 制服、体操服 体育館シューズ 

直接販売店にお問い合わせください。 

 販売店名 店舗所在地 連絡先 

制服 あかさか 宗像市田熊１－３－４０ （TEL）37-1213 

体操服 

シューズ 
Ｖスポーツ 

宗像市日の里１－１１－７ 

川嶋ビル１F  
（TEL）37-2775 

制服 

体操服 

シューズ 

タツウラ 福津市中央４－２１－７ （TEL）43-0293 

※デザインは同一ですが、制服・体操服ともに複数の業者さんが取り扱いをされています。 

※素材やメーカー・価格等は各保護者の方でご確認ください。 

 



 

 

(２) アルトリコーダー、デザインセット 

品名 価格 販売店名（予定） 連絡先 

アルトリコーダー 
2500円 

(税込み) 
福岡教育用品 （TEL）092-761-2641 

デザインセット 
2150円 

(税込み) 
佐野教文堂 （TEL）092-681-2352 

※上記２品については、入学後にご案内いたします。 

 

 

 

入学式に伴う氏名の掲示・掲載 

入学式においては、お子さんの氏名を体育館入口においてクラス別に掲示するとともに、式次第パン

フレットにも掲載いたします。 

 氏名の掲示・掲載について、ご都合が悪い場合には下記へご連絡ください。 

 なお、連絡がない場合は、同意いただいたものとさせていただきますのでご了承ください。 

 

 氏名の掲示・掲載にご都合が悪い場合の問い合わせ先 

福間中学校 教頭 

電話 0940-42-1124 

 

  



 

中学校での生活について 

 

１ 通学 

全員、徒歩通学です。 

※ 車での送迎はお控えください。 

※ やむを得ず送迎される場合は、校内ロータリーでの乗降をお願いします。 

※ 私有地へ侵入すること、校門前の道路に路上駐車して送迎することはご遠慮ください。 

 

２ 服装 

制服を正しく着用し、頭髪等も含めて身だしなみを整えてください。 

※ 名前の刺繍は入れません。校内では名札プレートを着用します。 

※ 兄弟や知り合いから譲り受けた学ラン・セーラー服を着用することも可能です。 

 

３ 体操服 

(１)夏用 

半袖シャツ（刺繍のネーム入り）、クォーターパンツ 

(２)冬用 

規定のジャージ（刺繍のネーム入り） 

 

４ その他 

(１)靴 

下履き：体育の授業に支障がないもの。 

上履き：令和８年度の１年生は「黄色」です。 

※ なるべく、靴底は白のものをお願いします。 

体育館シューズ：学校規定のものを購入してください。 

 

夏

服 

規定の水色シャツ 

規定のズボン（スラックスタイプ） 

規定のチェックスカート 

冬

服 

ブレザー 

規定の水色シャツ 

規定のズボン（スラックスタイプ） 

規定のチェックスカート 



 

(２)靴下 

華美でないもの。 

制服に合ったものを着用する。 

(３)頭髪 

常に中学生としての自覚を持ち、質素で清潔にする。 

※奇抜な髪形や染色は認めていません。 

(４)通学用カバン・バッグ 

特に規定はありません。 

(５)防寒着（コート・カーディガン等） 

学校指定のものはありません。 

だだし、華美でなく、色は黒・紺・グレー・キャメルの単色とし、それいがいの色は不可

としています。 

登下校時の着用は自由ですが、校舎内では着用しません。 

※ 着用の時期は、学校よりお知らせします。 

(６)防寒具（手袋・マフラー等） 

学校指定のものはありません。 

登下校時の着用は自由ですが、校舎内では着用しません。 

※ 着用の時期は学校よりお知らせします。 

(７)所持品について 

学習に不必要なもの・貴重品・（ハサミ・カッターを含む）危険物は持ち込み禁止です。 

所持品には必ず記名してください。 

(８)スマートフォン、ネットゲーム等について 

電子機器類の校内への持ち込みは禁止です。 

 校外において使用する際は、生徒会の「スマホ宣言」に従って、他人に迷惑をかけな

い節度ある使い方についてご家庭での指導をお願いします。 

 また、家庭学習や学校生活に支障が出るような使い方、及びネットゲームや SNS 等で

のやり取り等、保護者の適切な管理のもとで行うよう、ご家庭での指導をお願いします。 

 特に近年においては、SNS等を通じた“いじめ”を含めたトラブルが社会問題となって

います。保護者の皆様のご理解・ご協力をお願いします。 

(９)諸届について 

欠席・遅刻・早退・忌引き・その他の連絡は、保護者が行ってください。 

ご連絡については、８：００までに連絡ツールにてお願いいたします。 

※保護者の負担軽減を図る福津市立学校のシステム移行に伴い、来年度より“スクリレ”

は使用いたしません。 



 

 

 

【頭髪】 清潔感のある髪型を心がける。極端な髪型は禁止 

髪が長い場合は、必要に応じてゴムで結ぶ。 

眉は扱わない、ピアス・アクセサリー等は禁止、染髪は禁止 

 

【ベルト】 色は黒、紺など華美でないもの 

【制服の下】 ブレザーの下に着るインナーはカーディガン、Ｖネックのセーター、ベスト

のみとし、色は黒、紺、グレー、キャメルとする。トレーナーやパーカー等

はインナーとして認めない 

【スカート丈】 膝がかくれる程度 

【靴下】 華美でないもの 

【下靴】 体育の授業に支障のないもの 

【上靴】 学校指定のもの 

 

福間中学校 服装の心得 

名札（プレート）

をつける 

刺繍はしない 



 

 

通学路 

 

１ 福間中学校の通学路は原則として、自宅から最も近い大きな道路（黒く塗っている道）に出

て登校することになっています。 

２ 集団登校はしていませんが、なるべく登下校は複数で行うように指導しています。 

３ 交通ルール・マナーを守り、横断歩道を通り、安全に登校するようにご家庭でもご指導を 

お願いいたします。 

 



 

 

部活動について 

1 部活動とは 

共通の興味・関心を持った生徒が集まり、体育的、文化的、生産的な活動を通して、人間性や

社会性を高め、各部の目標や自己の目標に向けて仲間とともに心身を鍛える場です。 

 

2 入部について 

入部届を 1年ごとに担任の先生に渡し、担任の先生が部活動顧問の先生へ提出します。詳しく

は部活動担当の先生から連絡があります。 

 

3 部活動のきまり 

（１）顧問や部活動担当の先生の指示に従うこと。  

（２）中体連規定を厳守すること。 

（３）生徒会活動や学級活動、教科の活動をやり遂げてから部活動に参加すること。 

（４）練習時間、場所、下校時間を守ること。 

（５）服装、頭髪は学校のきまりを守ること。 

（６）買い食いをしないこと。 

（７）教室及び特別教室の使用規定を守ること。 

※ 以上のきまりが守れない場合、部活動の停止や退部などの措置をとることもある。 

 

4 部活動の終了時間（完全下校時間の目安） 

月 4～9月 10月 11～1月 2～3月 

時間 18:30 18:00 17:30 18:00 

（１）定期考査の 7日前から部活動停止とします。 

（２）活動時間は日没時間により変更があります。 

 

5 部活動の種類 

運動部 軟式野球（男女） 女子ソフトテニス サッカー（男女） 

女子ソフトボール 陸上競技（男女） 男子卓球 女子卓球 

男子バスケットボール 女子バスケットボール 男子バレーボール 女子バレーボール 

剣道（男女） ダンス（男女） ※柔道は R7年度より廃止 

文化部 吹奏楽（男女） 美術（男女） 放送（男女） 

夏休みには、中学校体育連盟主催（中体連）の大会があり、宗像区の中学校のそれぞれのチームが

参加します。宗像区大会を勝ち進むと筑前地区大会→福岡県大会→九州大会→全国大会まで続きま

す。秋には新人戦があり福岡県大会まで続きます。また、美術部は展覧会に出品したり、吹奏楽部・

放送部はコンクールに出場したりします。ダンス部は、文化祭や地域の行事等で発表します。 



部費（月・年間） その他の経費 個人で購入するもの 備考

野球部 2,000円/月 道具・大会参加費
Ｔシャツ1,500円　　フリース（冬）9,000円
ユニフォーム4,700円
グローブ・スパイク（白）は各自

ソフトボール部 2,000円/月 ―
チームユニフォーム8,650円、キャップ3,300円
練習着等（各自）7,000円、グローブ（各自）5,000
円～、スパイク（各自）6,000円程度

サッカー部 1,000円/月 道具・バス代等
練習着（2枚）4,400円
ピステ・スパイクは各自

陸上部 8,000円/年
保護者会で決定

大会参加費（800円/回）
Ｔシャツ1,300円程度、ユニフォーム15,000
円、ジャージ14,000円
スパイク・シューズは各自で準備

テニス部

前期：4,000円
後期：4,000円
保護者会で決定
※変更有

大会参加費・バス代等

Ｔシャツ1,500円、ラケット10,000円程度、
ユニフォーム12,000円、シューズ8,000円程
度、ウインドブレーカー12,000円、帽子
3,000円、トレーナー10,000円（希望者の
み）

男子バレー部
2,000円/月

保護者会で決定
―

Ｔシャツ、短パン、靴下（チーム統一）10,000円
程度、シューズ（各自）、ウインドブレーカー（学
年統一）10,000円程度、サポーター（必要な人）

女子バレー部 3,000円/月 ―
Ｔシャツ、短パン、靴下（チーム）10,000円程度、
シューズ（各自）、ウインドブレーカー10,000円程
度、サポーター膝・肘（各自）

男子バスケット部 1,000円/月 ―
Ｔシャツ2,000円、練習試合用ユニフォーム
13,700円、ウインドブレーカー14,500円、
シューズ各自

女子バスケット部 2,000円/月
※保護者会で決定

―
Ｔシャツ2,000円、リバーシブル上4,000円、
ウインドブレーカー14,500円、シューズ各自

男子卓球部 ―
大会参加費500円～600円程度

交通費は各自
ユニフォーム11,600円、ラケット14,000円程
度、ラバー交換5,000円、シューズ各自

シューズは体育館
シューズでも可

女子卓球部 ―

【令和7年度1年生】
大会参加費5,200円（今年度は6大
会に出場１大会300円～1,400
円）、試合の交通費11,910円（合

計で）

【令和7年度1年生】ラケット13,800円～14,800
円、ユニフォーム11,500円、ウインドブレーカー
14,000円（希望者のみ）、ゼッケン1,100円（協会
登録費含む）、シューズ各自

シューズは体育館
シューズでも可

剣道部 2,000円/月
※保護者会で決定

交通費は各自

防具一式50,000円、面タオル800円、ワッペ
ン2,300円、垂れネーム・襷・シールド4,000
円、ジャージ上下10,000円、Tシャツ1,800
円

ダンス部 ― ― ―
体操服・体育館
シューズで活動

吹奏楽部 35,000円/年
保護者会で1,000円/年徴収

※卒部会等での差し入れ代として
マウスピース15,000円～3万円
楽譜入れ2,500円、チューナー1,500円

基本的に楽器は学校
にあるものを貸出しま
すが、不足しているこ
とがあります。

美術部 ― ― ―

放送部 ―
アナウンスコンテスト等の大
会、講習会参加の場合、交通

費は各自負担

テレビ局のアナウンスコンクールに参加す
る場合は1部門1,500円、2部門3,000円

福間中学校　部活動における経費一覧表
令和８年１月現在



 

 

 

生徒会の活動について 

生徒会は、１年生から３年生までの生徒全員で構成されています。自分たちの生活を自分たち

の手で自主的に、そして主体的に向上させる自治的な活動を行います。これは、中学校生活の中

で、すべての生徒が平等に楽しく学校生活を送り、行事に工夫をしたり、学校生活の中で足りな

いところを見つけ出したりする取り組みです。 

 生徒会に参加するのは全員ですが、いつも全員で話し合うことは大変なので、年に１回、生徒

会の活動についての話し合いが行われます。これは、生徒会の１年間の活動計画などを話し合う

ためのものです。また、各クラス２名ずつの代表者で構成される専門委員会も、生徒会にかわる

議決機関です。日常的な活動は、８つの専門委員会があり、各クラスから代表を出して話し合い

を進めたり、そこで提案された取り組みを各クラスにおろして、活動を進めたりします。その専

門委員会は各クラスで決められた２名ずつの委員が集まって構成されます。主な活動を紹介しま

す。 

 

【生徒会組織図】 

生 徒 総 会〔最高議決機関〕 

 

執 行 部    会長・副会長・総務 

〔委員会の総括・生徒会行事の企画・運営〕 

生徒会とは生徒が先生の指導・助言を受けながら、生徒会行事に取り組んだり、学校生活の問

題を自分たちの力で解決したりして明るく楽しい学校生活を創り上げていくための活動です。 

 

生徒総会 

生徒会の最高議決機関であり、全校生徒が体育館に集合して討議します。１年間の生徒会活

動方針案について話し合われ、各委員会の方針が決定します。 

 

執行部 

執行部は、全校生徒の代表者の生徒会長と、副会長、総務が担当します。専門委員会は、そ

れぞれ委員長がいて活動を推進します。生徒会執行部は、２学期に２年生・１年生の中から全

校生徒による選挙で選ばれます。 

専門委員会 活 動 内 容（各クラス２名） 

中央委員会 授業規律の指導、福まねき年賀状等、生徒会選挙運営 

生活委員会 学校生活の指導、遅刻、服装、チャイム席、あいさつ運動の取組等  

体育委員会 体育祭、クラスマッチ、ボールの貸し出し等 

文化委員会 文化週間、掲示板の整備、文化祭の取組等 

整美委員会 清掃指導、清掃用具管理、海岸清掃等 

保健委員会 健康観察、保健行事、保健室清掃等、薬物乱用防止学習等 

図書委員会 本の紹介、本の貸し出し、返却、図書室清掃等  

給食委員会 給食の指導、片付け、弁当の日の取組等 



 

 

 

専門委員会 

８つの専門委員会があり、各クラスから選出された委員で構成されます。月１回の専門委員

会で今月の反省と翌月の目標、行事などについて話し合いをします。 

各クラスの委員は年度当初、夏休み明け、冬休み明けの３回、話し合いをして各学級で決め

ています。誰がどの委員になってもかまいません。委員になった人は、言われたこと、指示さ

れたことをするだけでなく、自分の学級に足りないことや、取り組む問題があるときに、クラ

スに投げかけるなど積極的に活動してほしいと思います。委員になって活動することで、自分

の積極性や活動能力が鍛えられます。ぜひ進んで委員になってみてはどうでしょうか。 

 

生徒会会員 

  委員にならなかった人も、生徒会の一員（会員）であることにかわりはありません。学級で

取り組むときに委員になった人に協力する意味で、「しっかり考える」「意見を言う」「取り

組みに協力する」ことが大切です。生徒会活動が充実すれば、中学校生活は楽しく意義あるも

のになります。 

 

  先輩方が、「より良い学校生活を送るため」に話し合って採択されました。 

 私たちの５つの誓い 昭和 59（1984）年度   福まねき人権宣言 平成 25（2013）年度 
     
 1 校時を守る。（授業に真剣に取り組む） 

2 清掃作業は全員で行う。 
3 公共物を大切にする。 
4 仲間を大切にする。(差別を絶対にしない) 
5 言葉づかいを正しくする。 

  1 先輩が悩みを聞きます！ 
2 いじめは絶対に許しません！ 
3 誰も失敗を笑いません！ 
4 学年の壁を越えて仲良くします！ 
5 わからないことは先輩が教えます！ 

    

 

平成 30（2018）年度  
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保護者の方へ 

① お子さんの健康状態については、入学時に配布する保健アンケートに記載していただきます

が、配慮を要する場合や直接の面談等が必要な場合は、養護教諭までご連絡ください。 

② 保健アンケートの緊急連絡先は、必ず連絡が付くところ（数カ所）をご記入ください。 

③ 登校前の健康観察をお願いします。 

  ※登校直後から体調不良を訴える生徒がいます。登校前に体調が優れないときは遅刻の連

絡をしていただいた上で、ご家庭で様子を見ていただき、体調が良くなってから登校させてく

ださい。 

  ④ 体が元気な状態であれば学習の効率も上がります。十分な睡眠をとり、食事をおいしく食べ

られるようなサポートをお願いします。 

 

 福間中の保健室について 

 

 

６年生のみなさんへ 

①中学生という時期は、考え過ぎたり悩んだりする時期です。 

自分では解決できず、どうしたらいいか分からないときは、気軽に来室してください。 

話をすることで、スッキリすることもあるかもしれません。スクールカウンセラーの先生とお話する

こともできます。 

②規則正しい生活習慣を身に付けましょう。 

中学生は勉強、部活、塾、習い事・・・とても忙しいです。その中で、心も身体も健康に過ごすため

には「十分な睡眠」が欠かせません。早めに宿題をする、スマホやゲームの使用ルールを決める

など、睡眠時間を確保できるようにしてください。 

（早めに宿題をする、スマホやゲームの使用ルールを決める等） 

保健室利用のルール 

① 急に具合が悪くなった場合以外は、休み時間に利用します。 

② 保健室を利用する時は、学級担任や教科担任の先生に伝えます。 

③ 原則、１時間程度休養しても回復しない場合は、早退してゆっくり休みます。 

   ※保護者と連絡が取れて、安全確認ができる場合は、徒歩で下校することもあります。 

④原則、薬はわたせません。いつも飲んでいる薬は持ってきておいてください。 

保健室では、自分の身体の成長や健康状態を知ってもらい、病気の予防や

健康について情報発信します。 

また、ケガや体調不良で保健室に来たみなさんとは、身体を回復させる手

助けをします。そして、なぜそうなったのか原因を一緒に考えて、今後どうした

らいいのか気づいてもらえるようお話(アドバイス)をします。   



 

給食室から 

１ 給食時間（参考：令和７年度） 

１２時５０分～１３時２０分までの３０分間で準備から後片づけまで行います。 

 

２ 提供量 

エネルギー量については、４月の身体測定で計測した身長から本校生徒に必要と思われる１日分のエ

ネルギー量を算出し、その１／３のエネルギー量を満たすことをめざして献立作成を行っています。その

他の栄養素については、文部科学省から通知されている「学校給食実施基準」に準ずる内容で献立作成を

行い提供しています。 

 

３ 給食の形態・給食費 

パン給食：週１回  米飯給食：週４回 

１食あたりの給食費：４００円（税込み）※R７年度保護者負担額３３０円 

 

４ 当番の身支度 

   給食当番のエプロン、三角巾は学校で準備します。当番は週末にエプロン等を持ち帰りますので、洗濯

について御協力をお願いします。また、衛生管理上、給食当番はマスクを着用します。各ご家庭で準備を

お願いします。 

 

５ 食育の取り組み 

「 弁当の日 」 年１回開催（参考：令和７年度は１２月に実施） 

心身の健康や健康の保持増進の上で望ましい栄養や食事のとり方を理解し、自ら管理していく能力を身

につけることを目的として２０１１年から実施しています。近年では、校区内三校合同で実施し、がんば

りカードを用いて生徒自身の課題に応じたお弁当を自分で作って持参するようにしています。 

 

６ 食物アレルギーへの対応 

医師より食べ物について指示がでている生徒に対して、原因食物の完全除去対応を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊本校では、誤食防止のために食物アレルギー対応日は、他生徒と違う色のおぼんを使用することとし 

ています。 

対応開始までの流れ 

① 病院受診にて学校生活管理表（医師による記入）の作成。 

② 食物アレルギー個別取組プラン等（保護者による記入）の作成。 

↳①・②の書類は、学校にあります。 

③ ３月中までに教頭・養護教諭・栄養教諭等関係職員との面談で対応を協議し、対応決定。 
 

※ 小学校同様、福津市の方針に沿って学校給食における食物アレルギーの対応を行っています。  

対応を希望される保護者の方は、１月２９日（木）までに「食物アレルギー対応希望申請    

フォーム」にて申請をお願いします。後日、必要関係書類(①，②)をお渡しします。 



 

 令和８年度 校納金について 

 

校納金（給食費、学年費等）は、指定金融機関の口座振替自動引落し方式です。 

納入額については、入学後にお知らせします。 

金銭による事故を防ぐため、必ず口座振替の手続きをしていただきますようお願いします。 

 

１ 指定金融機関 

「西日本シティ銀行」 または 「福岡銀行」     

※上記の金融機関に口座をお持ちでない場合は、口座の開設をお願いします。 

 

２ 口座の登録方法について 

  →下記（１）・（２）のいずれかを選んでお手続きをお願いします。 
（１） スマートフォンでの登録（金融機関窓口へ行く必要がありません） 

「 口座振替.ｃｏｍ 」でのお手続きです。別紙「口座振替申込手続きの案内」に記載された QR
コードを読み取り、登録の手続きを行ってください。 
手続きには、 
①メールアドレス ②引落し口座の情報 ③４ケタの暗証番号 が必要です。 

 
登録期間 １月２２日(木) ～ ２月２７日(金)  
 

◆留意点 
・口座登録手数料は、１８２円／１件 です。 
 入学後、校納金引落日に合算して徴収させていただきますので、 
登録時点での請求はありません。 
※入学が不確定な場合は手数料がかかるため、確定するまで登録手続きはご遠慮ください。 
 重複して登録されると登録回数分の手数料がかかりますのでお気をつけください 

 
  （２）校納金口座振替依頼書での登録方法 
     スマートフォンでの登録ができない方は、事務室で「口座振替依頼書」を受取り、 

   引落しをする通帳・印鑑を持参の上、上記の金融機関窓口で印鑑照合を受けてください。窓口
で受け取った用紙（隅に“学校用”と記載されているもの）を２月２７日（金）までに本校事
務室へ提出してください。 

 

【登録口座について】 

・校納金の口座は、兄弟姉妹と同一口座で構いませんが、口座登録は新規に必要です。 

（生徒１人につき１登録） 

・登録後、諸事情により引落し口座を変更される場合は、早めに事務室までおしらせください。 

 

３ 引落し日と回数について 

・引落日・・・毎月２７日（２７日が土・日・祝日の場合は翌営業日）。 

初回引落し日は令和８年４月２７日（月）です。 

・引落し回数・・・４月から１月までの計１０回 

 

４ 引落しができなかった場合 

お子様を通じて未納通知をお渡しいたします。通知に記載された期限までに、事務室へ現金納付し

ていただくか、指定の口座にお振込（振込手数料：保護者様負担）をお願いします。 

 

５ その他 

転出される時は、すみやかに担任へお知らせください。引落し停止の手続きをいたします。 



【お問い合わせ先】

福津市立福間中学校 事務室

☎0940-42-1124

※ 上記お申込画面はイメージです。 ※ 第一回目の口座引落しは４月２７日の予定です。

スマートフォンをお持ちの方は、「口座振替.com」でお手続きができます。

≪お手続きが可能な金融機関≫

・福岡銀行 ・西日本シティ銀行

≪お手続き期間≫

令和８年１月２２日 ～ 令和８年２月２７日

※口座登録手数料 182円/１件 がかかります

※口座振替依頼書（紙）でのお手続きをご希望の場合は、事務室にて配布しております

※迷惑メール設定をされている方は、解除された上で登録作業をお願いします。

（登録するためのメールが届かないことがあります。）



 

 

学校管理下における災害共済給付制度 

～ 「日本スポーツ振興センター」の加入について ～ 

 

学校管理下での「けが」（災害による負傷）についての給付制度です。 

福津市教育委員会では市内の児童生徒は全員加入していただいています。 

 

１ 共済掛金 
令和７年度以降、掛金額は、年間１人４６０円（個人負担分）です。（校納金で徴収）。 

 

２ 給付金の申請  以下のような災害の場合に申請対象となります。 
（１）学校での学習中及び休み時間における災害 

（２）部活動及び対外試合等における災害 

（３）学校長が認める通学路における登下校中の災害 

 

３ 手続き 
給付の対象になるけが等があった場合に申請できます。 

（１）保護者の判断で受診した場合は、早急に担任に報告をしてください（部活動中の場合は、 

    部活動顧問にも）。報告が遅れた場合は、遅延理由が必要になります。 

（２）必要な書類をお渡ししますので、そろい次第提出してください。 

（３）治療費は一度、病院・調剤薬局へお支払いください。 

（４）書類の提出後、承認され給付金が支給されるまで２～３ヶ月かかります。支給されたら指定の 

口座に振り込みます。 

（５）健康保険を利用した場合の治療総額が１，５００円未満の場合は、給付の対象になりませんの 

でご了承ください。 

 

４ 災害発生の場合の処置及びお願い 
（１）学校での災害の場合、保護者に連絡しますので、原則保護者のお迎えの上、病院での受診を

お願いします（治療に際し、保護者の判断や同意を要する場合があるため）。 

（２）緊急の場合や保護者のお迎えが難しい場合は、学校から病院へ引率することもできますが、 

健康保険証と治療費は原則、当日中に医療機関にご持参ください。 

（３）以後の治療通院については保護者でお願いします。 

 

５ その他 
（１）同じ災害による治療の給付期間は、災害発生日から１０年間です。 

（２）災害発生時より２年以上経過した場合は請求できなくなります。また、６カ月以上経過した 

場合の請求については、遅延理由が必要になりますので、必要書類は早めにご提出ください。 

（３）学校災害についてご不明な点がありましたら、養護教諭にご相談ください。 

（４）加入同意書は入学時に配布させていただきます。 



令和８年１月２２日  

６学年保護者の皆様 

コミュニティ・スクール 

福津市立福間中学校  

校長  吉住  美津子  

  

 

 

福間中学校における食物アレルギー対応について 

 

 

大寒の候、保護者の皆様におかれましてはますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 

さて、本校では、生徒が安全に学校生活を送るために学校給食において福津市の方針に沿って食物ア

レルギーへの対応を行っております。 

 つきましては、食物アレルギー対応を希望される保護者の皆様には、下記の手順にて対応を進めてま

いりますので、御協力いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

 

１ 対応開始までの流れ 

(１) 裏面の≪福津市学校給食における食物アレルギー対応について（概要）≫をご確認頂き、対応

を希望される方は、下の二次元コードから令和８年１月２９日（木）までに申請してください。 

※ 希望されない場合は、申請の必要はありません。 

 

(２) 申請された方に、食物アレルギー対応開始に当たり必要な書類をお渡しします。 

   ※書類は、①「学校生活管理指導表」、②「食物アレルギー個別取組プラン」、③「緊急時個別対

応カード」、④「飲用牛乳辞退届（必要な方のみ）」です。 

 

(３) 病院を受診していただき、①「学校生活管理指導表」について医師よる診断を受けてください。 

 

(４) ②③④の書類は、保護者が記入し、すべての準備が整いましたら中学校にて面談を行います。 

   ・日程調整を行いますので、令和８年２月１９日（木）までに本件担当へご連絡ください。 

   ・面談は、３月中に実施が必要なため、早めの連絡に御協力ください。 

 

(５) 面談時、管理職、養護教諭、栄養教諭と今後の対応について協議後、校内委員会で対応内容を

決定し、両者合意のもと、給食対応を開始します。 

 

２ その他 

(１) 給食費については、飲用牛乳代金を除いて、基本的に特別な徴収や返金をいたしません。 

(２) 御不明な点などございましたら、本件担当まで御連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔本件担当〕 

福津市立福間中学校 

栄養教諭 宮﨑 涼子 

ＴＥＬ ４２－１１２４ 

ＦＡＸ ４２－７６０６ 

 

 

 

 

 

 

 

対応希望申請フォームQRコード 



 

《福津市学校給食における食物アレルギー対応について（概要）》 2020.12 月 

 

【基本的な考え方・対応方針】 

  〇学校給食における食物アレルギー対応の基本的な考え方は、 

全ての児童生徒が給食時間を安全に、かつ、楽しんで過ごせるようにするため、 

安全性を最優先とします。 

  学校給食での対応は、原因食物の完全除去対応（するかしないか）とします。 

  〇各学校に食物アレルギー対応委員会等を設置し、組織的対応を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                             問合せ先 福津市教育委員会 学校教育課保健給食係                   

                              TEL（0940）62-5090 ・ FAX（0940）43-9004 

○給食の除去対応について 

 

・原因食物の異なる児童生徒が複数いる場

合は、ひとつの料理について、該当する原

因食物をすべて除去したものとします。 

 

・給食で除去食提供ができない場合、 

給食で使う調味料が食べられない場合など

は、家庭から弁当や代替食を持参してくだ

さい。 

  

・原因食品の除去が、献立によっては困難

な場合があることをご理解ください。 

  

 

※食物アレルギーではなく、病気や投薬に

かかる除去については各学校へご相談くだ

さい。 

〇対応申請から対応開始までの流れ 

 

①食物アレルギーの対応を申請は、医療機関を受診し 

医師による学校生活管理指導表(様式１)と保護者による 

食物アレルギー個別取組プラン・緊急時個別対応カード

（様式 1－1）を学校に提出してください。 

 

②提出された書類をもとに保護者と学校関係者で面談を

行います。 

 

③校内の食物アレルギー対応委員会等で対応の実施を 

決定します。 

 

④調理場及び学校において安全に学校給食を提供できる

体制（保護者、主治医との連絡体制や対応）がとれる

か、保護者とともに確認をします。 

 

★★★除去食対応は、毎月事前に献立表を配布しますの

で、家庭で必ずチェックをして、期限までに学校へ返して

ください。★★★ 

 

 

 

○教室での対応について 

・誤食が起こらないよう献立表や内容の確認、 

配膳や片付けの注意点、給食当番の役割など 

確認のルールを決めるなど配慮します。 

 

 ※共同調理場から配送する場合は、 

日頃より受配校との連携をとり、 

受け取りのルール 

確認を行います。 

 

○対応の解除について 

・医師の診断により、学校給食での除去が 

解除になった場合は解除申請書を提出して

ください。      

 ※家庭で摂取量調整をしている場合は、 

 引き続き除去対応となります。 
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令和７年１１月 

 

保護者の皆様 

                                      福津市教育委員会 

 

学校給食における飲用牛乳を停止する場合の手続きについて（お知らせ） 

 

 

福津市では、完全給食として飲用牛乳を提供しています。しかし、食物アレルギーや食物アレルギー以

外の疾患、様々な事情等により牛乳を飲用できない児童生徒がいます。また、手つかずの牛乳が廃棄され

ている食品ロスの現状もあります。そこで、学校給食における飲用牛乳の必要性をご理解いただいた上

で、牛乳の飲用による体調不良（乳糖不耐症、腹痛、下痢等）等で牛乳が飲めない児童生徒に対して、「飲

用牛乳辞退届」の提出により、食物アレルギー以外の場合に限って、医師の診断書等なしで飲用牛乳を停

止できるように対応いたします。 

特に、初めて「飲用牛乳辞退届」を提出される際には、学校と十分な協議をお願いいたします。 

 

１．学校給食における牛乳の必要性 

  日本の学校給食は、学校給食法に基づいて教育活動の一環として実施されています。学校給食は、児

童生徒の成長に必要な各栄養素の基準を国が設定し、栄養バランスを考えた食事を全国の学校で提供

しています。 

  多くの栄養素の摂取量が充足あるいは過剰になっている現在においても、カルシウムは日本人にと

っていまだに不足しがちな栄養素です。このため、文部科学省が定める「学校給食摂取基準」では、1

日に必要なカルシウムの摂取量の 50％が学校給食で摂取できるよう設定されています。食品の栄養素

は、食べた量がそのまま体内に取り込まれるのではなく、一部は吸収され、残りは排泄されます。牛乳

はカルシウムが豊富なだけでなく、吸収率が最も高い食品のひとつです。コップ 1杯（200ml）に含ま

れるカルシウムは 227 ㎎で吸収率は 40％、小魚の吸収率 33％や野菜の吸収率 19％に比べて、より多く

のカルシウムを効率良く摂取できます。体内に吸収されたカルシウムは、筋肉の収縮、神経伝達、骨や

歯の形成など、体づくりに利用されます。骨も皮膚と同じように代謝しており、全身の骨は生涯、生ま

れ変わり続けます。成長期には、骨を大きく強くすることにもカルシウムが使われるため、伸び盛りの

児童生徒は、大人以上にカルシウムが必要となります。また、骨格の成長が完了し、最大骨量に到達す

る小児から青少年の発育期に、より高い骨量を得て丈夫な骨を作っておくことが、骨粗しょう症予防、

高齢期の骨折予防まで見据えた、生涯にわたる骨の健康につながります。 

  以上のことを考慮し、飲用牛乳の提供を推奨しております。 

 

２．飲用牛乳を停止する場合の手続き 

  (1) 「飲用牛乳辞退届」の提出について 

   ① 学校に相談する 

   ② 学校から「飲用牛乳辞退届」を受け取り、学校に提出する 
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 (2) 飲用牛乳の停止開始について 

   学校が「飲用牛乳辞退届」を受理後、次のとおり対応を開始します。 

① 学校が毎月 5日までに受理した場合、翌月から対応 

② 学校が毎月 6日以降に受理した場合、翌々月から対応 

※ 一度提出された「飲用牛乳辞退届」は、当該年度末までの対応となり、年度途中での解除はで 

きません。 

※「飲用牛乳辞退届」は、毎年度提出が必要です。 

 

 (3) 欠席などにより牛乳が余った時の対応について 

   牛乳を停止している児童生徒については、欠席等により牛乳が余っていても飲用することはでき

ませんので、ご承知おきください。 

 

 (4) 不足するカルシウムの補填について 

   牛乳には多くのカルシウムが含まれており、飲用牛乳を停止された場合は、カルシウムの摂取量

が不足しがちです。給食で摂取できない分は、ご家庭で摂取いただきますよう、お願いいたします。 

 

４．牛乳代の返金について 

  学校給食費は、各学校で計画し徴収しているため、月々の徴収額は各学校で異なります。 

「飲用牛乳辞退届」の提出は、随時受付することとしております。原則、いったんは牛乳代を含んだ給

食費を徴収し、年度末に一括して返金いたします。学校によっては、牛乳代を除いた給食費を徴収する

こともあります。 

 

 

 

【参考資料（１．学校給食における牛乳の必要性）】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推奨量 750mg 

推奨量 1000mg 

推奨量 700mg 

推奨量 800mg 

(㎎) 

 

推奨量 750mg 

 
  

 

（独）日本スポーツ振興センター 

「平成 22 年度児童生徒の食事状況等調査報告書」より 

   給食のある日 

   給食のない日 

推奨量 650mg 
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小中学生の時期は、丈夫な骨が作られる

時期です。骨量を増やすには、この時期

が大切です。 

骨の成長期 

【問い合わせ】 

 福津市教育部 学校教育課 保健給食係 

 電話：62-5090 FAX：43-9004 

 



  様式３  

飲用牛乳辞退届 

提出日 年    月    日 

学校名 小学校・中学校 

年 組           年      組 

ふ り が な  

児童生徒氏名  

辞退理由等 

対象となる理由に、☑してください。 

□ 食物アレルギーのため   

□ 特定の食物摂取制限（宗教上や疾病等）のため 

□ 飲用による体調不良（乳糖不耐症、腹痛、下痢等）のため 

※ 学校との相談結果で、上記の理由以外の場合は下記に 

 記入してください。 

□ （                             ） 

その他特記事項  

 

上記届出により、下記の要件に同意いたします。 

・ 牛乳代を含んだ給食費を支払い、年度末に一括返金とすること。 

・ 返金が、金融機関への振込みとなった場合、保護者が手数料を負担すること。 

 

保護者氏名                      （上記児童生徒との関係）        

 

連絡先の電話番号                        （自宅・勤務先・携帯電話） 

 

＜記載欄＞ 

学校辞退届受理日   ：       年    月    日 

学校が共同調理場に送った日  ：       年    月    日（共同調理場方式の学校のみ） 

共同調理場受理日   ：       年    月    日（共同調理場のみ） 

牛乳停止開始日     ：       年    月    日  

＜備考＞ 



福間中学校新入生保護者様  

名札の注文について 

 

本校では、ブレザーの制服では、プラスチック製の名札を着用します。 

１個４４０円（税込み）となり、入学後支払いいただきます。 

 

名札はプラスチック製で苗字のみ

の表記です（縦２５㎜×横５０㎜） 

 ※R8入学の場合、学校名と名前  

の間のラインは、黄色です。 

 

【留意点】 

※ 旧制服（学ラン、セーラー）を譲り受け、制服に本人の名前の刺繡がある 

場合は、名札購入の必要はありません。 

なお、本人の名前の刺繍ではない場合は、本人の名前の刺繍を入れるか、 

名札を購入するかのいずれかの対応をお願いします。 

 

※ 紛失や破損等があった場合は、その都度、追加購入いたしますので、今回 

は、1人 1個の購入となります。 

 

※ 常用漢字以外の表記も可能ですので、注文票に正しく記入してください。 

（例）徳⇒  原⇒  高⇒  今⇒  邊⇒  荒⇒  

 

※ 名札の注文について、以下の方法から選択することができます。 

① 本日、新入生説明会後に、注文票（別紙）を中学校に提出する。 

⇒受付したテーブルの箱の中へ 

 

② 後日、注文票（別紙）を中学校に持参（郵送）し、事務室に提出する。 

  ⇒２月６日（金）提出〆切 

 

③ 下記のQRコードを読み込んで、スマホから 

提出する。 

※常用漢字以外の漢字表記ができない場合が 

あります。 

   ⇒２月６日（金）提出〆切 

 

 

 

表 面        裏 面 

名札注文票 QRコード 



（別紙） 

 

  (             )小学校  

６年  組  番 児童名前【             】 

 

★名札注文の有無（いずれかを〇で囲んでください） 

 

注文する   注文しない 

★注文しない理由を教えてください。 

例：兄弟児等のおさがりを使用 

 

 

名札に表記する苗字（family name）をていねいに書いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２月６日（金）までに福間中学校事務室に持参または郵送にてご提出してください。 

 

福間中学校 

 

 

名札注文票 


